
I

第 、／、／、＝
登19MI年§1擬職日削刊諒毎日発行if

128

S
リーダァスクラブFAXニュース

号 リーダーァ当ズクラブ季 (1994年）稲6年 7月12日火曜 日

発行所 株式会社 FPｼﾐｭﾚー ｼｮﾝ

○

勤務実績の軸順への報酬の支給の可否

Q:社長であった父は、会長に退いた後は

体調を悪くして出社をしていませんが、社長

当時と同額の役員報酬を支払いたいと考えて

います。これは過大役員報酬になるのでしよ

うか。

八：役員は会社の業務を執行する立場にあ

ることから、使用人とは異なり勤務時間の拘

束はないと考えられています。しかし、会長

は貴社の業務遂行にほとんど携わっていない

と思われますので、過大役員報酬と判断され

る可能性が高いと思われます。

法人税法上では、役員報酬については実質

基準と形式基準を定めており、いずれか大き

い金額を過大役員報酬として損金不算入とす

ることとされています。

①実質基準その役員の職務の内容、職務

に従事している程度、経験年数、同種事業で

類似規模の法人の役員報酬の支給状況などを

勘案して適正と認められる金額を超える部分

の金額

②形式基準定款の規定又は株主総会等の

決議により役員報酬限度額を定めている法人

が、その限度額を超えて支給した場合のその

超える部分の金額

社長から会長になったからといって、直ち

‘に役員報酬が社長職のときよりも下げなけれ

ばならないというものでもありませんが、支

払う報酬が過大な否かの判定は、過去の貢献

度ではなく、判定時の会長の職務内容に基づ

いて実質基準と形式基準によって判断するこ

とになります。
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